
必要

不必要

１・競技細則

 ※この細則は、スポーツ庁、日本中体連、茨城県中体連および競技団体より通達等があった際に、通達内容に合わせ加筆・

修正・変更・見直しを行い、都度情宣する。

３・必要な資格について

　・どこからの大会参加になるか
      (県大会・地区大会・市郡大会)

市郡大会

チーム 個人

チーム 個人

・特になし

　・審判 競技役員資格を取得していることが望ましい。

４・その他

　　・登録番号の有無

　　・登録の仕方

令和６年度　茨城県中学校体育連盟　水泳競技

代表者・指導者は、水泳教師または水泳指導員の資格を取得してい
ること

有 有

（一社)茨城県水泳連盟に連絡（029-353-6607）して、承認され
たら、（公財）日本水泳連盟にweb【web-SWMSYS】で登録する。
https://www.japan-swimming.jp/

必要 必要

有有

同上 【（一社）茨城県水泳連盟に団体登録すること】

２・競技団体への登録について

　・指導者

　　・登録の仕方

・（公財）日本中学校体育連盟『令和６年度全国中学校体育大会夏季大会（１６競技）地域クラブ活動の
参加特例における各競技細則』に準じる。
・茨城県中学校体育連盟が示した『令和６年度茨城県中学校体育大会（総体・新人）における地域クラブ
活動の参加の特例』を遵守していること。

　　・登録番号の有無

必要必要
　・中央競技団体

　・茨城県競技団体


